
山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
六
十
六
号
　
　
令
和
六
年
四
月
二
十
二
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一
四
七

山
梨
県
公
報

第
四
百
六
十
六
号

令
和
六
年

四
月
二
十
二
日

月　曜　日

目

次

告

示

○
放
置
違
反
金
収
納
事
務
の
委
託	

一
四
七

訓

令

○
山
梨
県
総
合
計
画
推
進
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

一
四
七

○
山
梨
県
行
政
改
革
推
進
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令	

一
四
八

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
見
地
か
ら
の
意
見	

一
四
八

○
基
本
測
量
の
終
了	

一
四
九

○
公
共
測
量
の
終
了
（
二
件
）	

一
四
九

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
団
体
の
名
称
等
の
届
出	

一
四
九

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
委
託

し
た
。令

和
六
年
四
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

訓
　
　
　
令

山
梨
県
訓
令
甲
第
十
六
号

本
　
　
　
　
　
　
　
　
庁

出
　
　
先
　
　
機
　
　
関

山
梨
県
総
合
計
画
推
進
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
四
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

山
梨
県
総
合
計
画
推
進
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
総
合
計
画
推
進
本
部
規
程
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
「
地
域
ブ
ラ
ン
ド
・
D
X
統
括
官
　
知
事
政
策
局
長
」
を
「
富
士
山
保
全
・
観
光
エ
コ

シ
ス
テ
ム
推
進
統
括
官
　
地
域
ブ
ラ
ン
ド
・
広
聴
広
報
統
括
官
　
人
口
減
少
危
機
対
策
本
部
事
務
局
長

委
託
し
た
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

委
託
し
た
事
務
の
内
容

委
託
し
た
期
間

地
銀
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
サ
ー
ビ
ス
株
式

会
社
　
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
石

町
四
丁
目
六
番
七
号

収
納
し
た
放
置
違
反
金
に

関
す
る
収
納
情
報
の
取
り

ま
と
め

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令

和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

株
式
会
社
山
梨
中
央
銀
行
　
山
梨
県

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
二
十
番
八
号

収
納
し
た
放
置
違
反
金
を

県
の
歳
入
と
す
る
た
め
の

収
納
情
報
の
処
理

同

株
式
会
社
し
ん
き
ん
情
報
サ
ー
ビ
ス

　
東
京
都
港
区
港
南
一
丁
目
八
番
二

十
七
号

直
営
店
舗
及
び
加
盟
店
舗

に
お
け
る
放
置
違
反
金
の

収
納
事
務

同

株
式
会
社
セ
イ
コ
ー
マ
ー
ト
　
北
海

道
札
幌
市
中
央
区
南
九
条
西
五
丁
目

四
百
二
十
一
番
地

同

同

株
式
会
社
セ
ブ
ン

－

イ
レ
ブ
ン
・
ジ

ャ
パ
ン
　
東
京
都
千
代
田
区
二
番
町

八
番
地
八

同

同

株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
　
東

京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
一
番
二
十
一

号

同

同

株
式
会
社
ポ
プ
ラ
　
広
島
県
広
島
市

安
佐
北
区
安
佐
町
大
字
久
地
六
百
六

十
五
番
地
の
一

同

同

ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
株
式
会
社
　
千
葉
県

千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地

一

同

同

山
崎
製
パ
ン
株
式
会
社
　
東
京
都
千

代
田
区
岩
本
町
三
丁
目
十
番
一
号

同

同

株
式
会
社
ロ
ー
ソ
ン
　
東
京
都
品
川

区
大
崎
一
丁
目
十
一
番
二
号

同

同

委
託
し
た
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

委
託
し
た
事
務
の
内
容

委
託
し
た
期
間

地
銀
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
サ
ー
ビ
ス
株
式

会
社
　
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
石

町
四
丁
目
六
番
七
号

収
納
し
た
放
置
違
反
金
に

関
す
る
収
納
情
報
の
取
り

ま
と
め

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令

和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

株
式
会
社
山
梨
中
央
銀
行
　
山
梨
県

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
二
十
番
八
号

収
納
し
た
放
置
違
反
金
を

県
の
歳
入
と
す
る
た
め
の

収
納
情
報
の
処
理

同

株
式
会
社
し
ん
き
ん
情
報
サ
ー
ビ
ス

　
東
京
都
港
区
港
南
一
丁
目
八
番
二

十
七
号

直
営
店
舗
及
び
加
盟
店
舗

に
お
け
る
放
置
違
反
金
の

収
納
事
務

同

株
式
会
社
セ
イ
コ
ー
マ
ー
ト
　
北
海

道
札
幌
市
中
央
区
南
九
条
西
五
丁
目

四
百
二
十
一
番
地

同

同

株
式
会
社
セ
ブ
ン

－

イ
レ
ブ
ン
・
ジ

ャ
パ
ン
　
東
京
都
千
代
田
区
二
番
町

八
番
地
八

同

同

株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
　
東

京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
一
番
二
十
一

号

同

同

株
式
会
社
ポ
プ
ラ
　
広
島
県
広
島
市

安
佐
北
区
安
佐
町
大
字
久
地
六
百
六

十
五
番
地
の
一

同

同

ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
株
式
会
社
　
千
葉
県

千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地

一

同

同

山
崎
製
パ
ン
株
式
会
社
　
東
京
都
千

代
田
区
岩
本
町
三
丁
目
十
番
一
号

同

同

株
式
会
社
ロ
ー
ソ
ン
　
東
京
都
品
川

区
大
崎
一
丁
目
十
一
番
二
号

同

同



山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
六
十
六
号
　
　
令
和
六
年
四
月
二
十
二
日

一
四
八

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
訓
令
甲
第
十
七
号

本
　
　
　
　
　
　
　
　
庁

出
　
　
先
　
　
機
　
　
関

山
梨
県
行
政
改
革
推
進
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
四
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

山
梨
県
行
政
改
革
推
進
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
行
政
改
革
推
進
本
部
規
程
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
「
地
域
ブ
ラ
ン
ド
・
D
X
統
括
官
　
知
事
政
策
局
長
」
を
「
富
士
山
保
全
・
観
光
エ
コ

シ
ス
テ
ム
推
進
統
括
官
　
地
域
ブ
ラ
ン
ド
・
広
聴
広
報
統
括
官
　
人
口
減
少
危
機
対
策
本
部
事
務
局
長

　
知
事
政
策
局
長
　
D
X
・
情
報
政
策
推
進
統
括
官
」
に
、
「
男
女
共
同
参
画
・
共
生
社
会
推
進
統
括

官
」
を
「
多
様
性
社
会
・
人
材
活
躍
推
進
局
長
」
に
、
「
産
業
労
働
部
長
」
を
「
産
業
政
策
部
長
」
に

改
め
る
。

別
表
第
二
中
「
知
事
政
策
補
佐
官
」
を
「
人
口
減
少
危
機
対
策
本
部
事
務
局
次
長
」
に
、
「
知
事
政

策
局
次
長
」
を
「
知
事
政
策
局
理
事
　
D
X
・
情
報
政
策
推
進
統
括
官
次
長
」
に
、
「
男
女
共
同
参

画
・
共
生
社
会
推
進
統
括
官
次
長
」
を
「
多
様
性
社
会
・
人
材
活
躍
推
進
局
次
長
」
に
、
「
福
祉
保
健

部
次
長
」
を
「
福
祉
保
健
部
理
事
」
に
、
「
産
業
労
働
部
理
事
」
を
「
産
業
政
策
部
次
長
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
　
　
　
告

◉
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
見
地
か
ら
の
意
見

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
月
市

か
ら
聴
取
し
た
意
見
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
及
び
縦
覧
に

供
す
る
。

令
和
六
年
四
月
二
十
二
日

　
知
事
政
策
局
長
　
D
X
・
情
報
政
策
推
進
統
括
官
」
に
、
「
男
女
共
同
参
画
・
共
生
社
会
推
進
統
括

官
」
を
「
多
様
性
社
会
・
人
材
活
躍
推
進
局
長
」
に
、
「
産
業
労
働
部
長
」
を
「
産
業
政
策
部
長
」
に

改
め
る
。

別
表
第
二
中

　
　
　
　
　
　
　
　
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
感
染
症
対
策
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
企
画
調
整
主
幹
」
を
「

主
幹
」
に
改
め
、
同
表
知
事
政
策
局
の
項
中
「
知
事
政
策
局
次
長
」
を
「
知
事
政
策
局
理
事
」
に
改

め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

D
X
・
情
報
政

策
推
進
統
括
官

D
X
・
情
報
政
策
推
進
統
括
官
次
長
　
主
幹

別
表
第
二
男
女
共
同
参
画
・
共
生
社
会
推
進
統
括
官
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

多
様
性
社
会
・

人
材
活
躍
推
進

局

多
様
性
社
会
・
人
材
活
躍
推
進
局
次
長
　
主
幹

別
表
第
二
福
祉
保
健
部
の
項
中
「
福
祉
保
健
部
次
長
」
を
「
福
祉
保
健
部
理
事
」
に
改
め
、
同
表
産

業
労
働
部
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 知

事
政
策
補
佐
官

「

「

知
事
政
策
補
佐
官

「

「

人
口
減
少
危
機

対
策
本
部
事
務

局

人
口
減
少
危
機
対
策
本
部
事
務
局
次
長
　
主
幹

「

「

人
口
減
少
危
機

対
策
本
部
事
務

局

人
口
減
少
危
機
対
策
本
部
事
務
局
次
長
　
主
幹

「

「

産
業
政
策
部

産
業
政
策
部
次
長
　
企
画
調
整
主
幹

産
業
政
策
部

産
業
政
策
部
次
長
　
企
画
調
整
主
幹



山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
六
十
六
号
　
　
令
和
六
年
四
月
二
十
二
日

一
四
九

三
　
測
量
の
期
間
　
令
和
五
年
六
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
二
月
二
十
九
日
ま
で

◉
　
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
忍
野
村
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
わ
っ
た
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
測
量
の
種
類
　
公
共
測
量
（
修
正
測
量
）

二
　
測
量
の
地
域
　
山
梨
県
南
都
留
郡
忍
野
村
全
域

三
　
測
量
の
期
間
　
令
和
五
年
八
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
二
十
九
日
ま
で

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
及
び
第
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

令
和
六
年
四
月
二
十
二
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
小
　
宮
　
山
　
　
　
　
博

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
　
公
正
屋
猿
橋
店
　
山
梨
県
大
月
市
猿
橋
町
殿
上
字
且
村

四
十
七
番
二
外
十
六
筆

二
　
届
出
の
内
容
　
新
設

三
　
届
出
の
公
告
日
　
令
和
五
年
十
二
月
七
日

四
　
意
見
の
概
要

1
　
交
通
安
全
対
策
の
実
施

2
　
騒
音
対
策
の
実
施

3
　
防
災
・
防
犯
対
策
へ
の
協
力

4
　
関
係
機
関
と
の
調
整
の
実
施

五
　
縦
覧
場
所
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階
　
山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

六
　
縦
覧
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
六
年
五
月
二
十
二
日
ま
で

◉
　
基
本
測
量
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
地
理
院
の

長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
の
実
施
を
終
わ
っ
た
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
測
量
の
種
類
　
基
本
測
量
（
数
値
地
図
2
5
0
0
0
（
土
地
条
件
）
の
作
成
）

二
　
測
量
の
地
域
　
山
梨
県
富
士
吉
田
市
、
都
留
市
、
大
月
市
、
上
野
原
市
並
び
に
南
都
留
郡
西
桂

町
、
忍
野
村
、
山
中
湖
村
、
鳴
沢
村
及
び
富
士
河
口
湖
町
の
一
部

三
　
測
量
の
期
間
　
令
和
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
　
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
富
士
砂
防
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量

の
実
施
を
終
わ
っ
た
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
測
量
の
種
類
　
公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
測
量
）

二
　
測
量
の
地
域
　
山
梨
県
富
士
吉
田
市
及
び
鳴
沢
村



山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
六
十
六
号
　
　
令
和
六
年
四
月
二
十
二
日

一
五
〇

　
政
治
資
金
規
正
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
設
立
届

　
そ
の
他
の
政
治
団
体

名
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

大
樹
会

吉

松

大

樹

吉

松

大

樹

南
ア
ル
プ
ス
市
百
々
二
〇
〇
七

－

一

ビ
ュ
ー
ハ
イ
ツ
C

－

二
〇
二

令
和
六
年
四
月
一

日

令
和
六
年
四
月
一

日

福
山
会

福

沢

昭

文

雨

宮

慎

次

笛
吹
市
御
坂
町
成
田
二
八
四
五

令
和
六
年
四
月
一

日

令
和
六
年
四
月
一

日

　
政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出
　
届
出
事
項
の
異
動
届

区
分

名
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

日
本
共
産
党
山
梨
県
委
員
会

田

中

星

那

令
和
六
年
三
月
九

日

令
和
六
年
三
月
二

十
二
日

旧

小

越

　

進

新

自
由
民
主
党
山
梨
県
バ
ス
支
部

山

崎

恒

依

令
和
六
年
四
月
一

日

令
和
六
年
四
月
四

日

旧

鈴

木

　

修

新

正
智
会

中
央
市
西
花
輪
一
三
一
一

－

一

令
和
六
年
三
月
十

一
日

令
和
六
年
三
月
十

五
日

旧

中
央
市
布
施
二
二
〇
八

－

一

新

山
梨
県
土
地
家
屋
調
査
士
政
治
連

盟

樋

川

孝

浩

令
和
五
年
五
月
十

九
日

令
和
六
年
三
月
十

九
日

旧

古

屋

一

彦

新

新
社
会
党
山
梨
県
本
部

古
屋
二
三
男

笛
吹
市
石
和
町
中
川
一
二
三
四

令
和
六
年
三
月
一

日

令
和
六
年
三
月
二

十
一
日

旧

宮

坂

　

要

山
梨
市
小
原
西
九
五
四

－

一

新

樋
口
孝
之
後
援
会
生
き
る
喜
び
の

会

雨

宮

幹

夫

甲
斐
市
玉
川
一
三
九
四

－

九

令
和
六
年
三
月
二

十
一
日

令
和
六
年
三
月
二

十
一
日

旧

桑

原

久

則

甲
斐
市
玉
川
一
四
〇
一

新

韮
崎
市
の
未
来
を
創
る
功
刀
ま
さ

ひ
ろ
後
援
会

駒

井

正

一

令
和
五
年
九
月
一

日

令
和
六
年
三
月
二

十
五
日

旧

内

藤

　

充

新

秋
山
た
か
の
ぶ
後
援
会

立

川

正

史

令
和
六
年
三
月
二

十
三
日

令
和
六
年
三
月
二

十
九
日

旧

滝

口

和

碩

新

山
田
厚
と
つ
く
し
の
会

廣

瀬

義

人

令
和
六
年
三
月
十

三
日

令
和
六
年
三
月
二

十
九
日

旧

志

村

　

優

新

お
ぎ
は
ら
隆
宏
後
援
会

甲
府
市
大
里
町
二
三
五

－

二
メ
ゾ
ン
ビ
ラ
ー
ジ
ュ
六
〇

一

令
和
五
年
六
月
一

日

令
和
六
年
四
月
一

日

旧

甲
府
市
古
上
条
町
一
五
四

－

一
数
野
店
舗
一
〇
二

新

花
輪
幸
長
後
援
会

花

輪

勇

紀

令
和
六
年
三
月
二

十
六
日

令
和
六
年
四
月
一

日

旧

河

西

　

博

新

ひ
ろ
せ
集
一
後
援
会

原

田

正

春

令
和
六
年
四
月
一

日

令
和
六
年
四
月
三

日

旧

小

椋

欣

三

新

日
本
薬
業
政
治
連
盟
山
梨
支
部

坂

本

　

徹

令
和
六
年
四
月
一

日

令
和
六
年
四
月
四

日

旧

久

保

和

博



山
梨
県
公
報
　
　
第
四
百
六
十
六
号
　
　
令
和
六
年
四
月
二
十
二
日

一
五
一

　
政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
解
散
届

名
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

天
野
は
じ
め
後
援
会

諏

訪

田

博

古

澤

秀

貴

甲
府
市
蓬
沢
町
一
二
八
三

－

七

令
和
六
年
三
月
一

日

令
和
六
年
三
月
十

九
日

N
e
o 

I
n
n
o
v
a
t
i
o
n

横

山

洋

介

中

島

孝

二

甲
斐
市
島
上
条
六
五
九

－

一

令
和
五
年
十
二
月

三
十
一
日

令
和
六
年
三
月
二

十
一
日

21
世
紀
ま
ち
づ
く
り
の
会

長
田
喜
巳
夫

長

田

繁

幸

上
野
原
市
西
原
二
四
六

令
和
六
年
三
月
二

十
日

令
和
六
年
三
月
二

十
五
日

渡
辺
た
か
ぞ
う
後
援
会

渡

邉

隆

三

渡

邉

牧

子

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
一
三
六
一

令
和
五
年
十
二
月

二
十
日

令
和
六
年
三
月
二

十
八
日

日
本
共
産
党
こ
ご
し
智
子
後
援
会

石
丸
あ
き
じ

深

澤

公

子

甲
府
市
上
石
田
四

－

一
八

－

一
〇

令
和
五
年
十
二
月

三
十
一
日

令
和
六
年
三
月
二

十
九
日

ひ
や
ざ
き
雅
也
を
応
援
す
る
会

松

元

　

宏

小

宮

睦

子

北
杜
市
大
泉
町
西
井
出
八
二
四
〇

－

八
四
四
四

令
和
五
年
五
月
三

十
一
日

令
和
六
年
三
月
二

十
九
日

区
分

名
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

日
本
共
産
党
山
梨
県
委
員
会

田

中

星

那

令
和
六
年
三
月
九

日

令
和
六
年
三
月
二

十
二
日

旧

小

越

　

進

新

自
由
民
主
党
山
梨
県
バ
ス
支
部

山

崎

恒

依

令
和
六
年
四
月
一

日

令
和
六
年
四
月
四

日

旧

鈴

木

　

修

新

正
智
会

中
央
市
西
花
輪
一
三
一
一

－

一

令
和
六
年
三
月
十

一
日

令
和
六
年
三
月
十

五
日

旧

中
央
市
布
施
二
二
〇
八

－

一

新

山
梨
県
土
地
家
屋
調
査
士
政
治
連

盟

樋

川

孝

浩

令
和
五
年
五
月
十

九
日

令
和
六
年
三
月
十

九
日

旧

古

屋

一

彦

新

新
社
会
党
山
梨
県
本
部

古
屋
二
三
男

笛
吹
市
石
和
町
中
川
一
二
三
四

令
和
六
年
三
月
一

日

令
和
六
年
三
月
二

十
一
日

旧

宮

坂

　

要

山
梨
市
小
原
西
九
五
四

－

一

新

樋
口
孝
之
後
援
会
生
き
る
喜
び
の

会

雨

宮

幹

夫

甲
斐
市
玉
川
一
三
九
四

－

九

令
和
六
年
三
月
二

十
一
日

令
和
六
年
三
月
二

十
一
日

旧

桑

原

久

則

甲
斐
市
玉
川
一
四
〇
一

新

韮
崎
市
の
未
来
を
創
る
功
刀
ま
さ

ひ
ろ
後
援
会

駒

井

正

一

令
和
五
年
九
月
一

日

令
和
六
年
三
月
二

十
五
日

旧

内

藤

　

充

新

秋
山
た
か
の
ぶ
後
援
会

立

川

正

史

令
和
六
年
三
月
二

十
三
日

令
和
六
年
三
月
二

十
九
日

旧

滝

口

和

碩

新

山
田
厚
と
つ
く
し
の
会

廣

瀬

義

人

令
和
六
年
三
月
十

三
日

令
和
六
年
三
月
二

十
九
日

旧

志

村

　

優

新

お
ぎ
は
ら
隆
宏
後
援
会

甲
府
市
大
里
町
二
三
五

－
二
メ
ゾ
ン
ビ
ラ
ー
ジ
ュ
六
〇

一

令
和
五
年
六
月
一

日

令
和
六
年
四
月
一

日

旧

甲
府
市
古
上
条
町
一
五
四

－

一
数
野
店
舗
一
〇
二

新

花
輪
幸
長
後
援
会

花

輪

勇

紀

令
和
六
年
三
月
二

十
六
日

令
和
六
年
四
月
一

日

旧

河

西

　

博

新

ひ
ろ
せ
集
一
後
援
会

原

田

正

春

令
和
六
年
四
月
一

日

令
和
六
年
四
月
三

日

旧

小

椋

欣

三

新

日
本
薬
業
政
治
連
盟
山
梨
支
部

坂

本

　

徹

令
和
六
年
四
月
一

日

令
和
六
年
四
月
四

日

旧

久

保

和

博
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